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はじめに（理念）  

・・・子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに・・・ 

 

子どもたちは｢世の中を映す鏡｣です。 

世の中が希望に満ち、おとなたちがはつらつと生きているときには、子どもたちの

笑顔も輝き、希望に満ちます。子どもたちの生きる姿の中に、わたしたちおとな自身

が見えています。 

 

子どもたちは｢未来を映す鏡｣です。 

子ども時代に人は、おとなになって体験することのひな型をすべて体験するといい

ます。子ども時代に、人に支えてもらうことや人を支えることの喜びをたくさん体験

した子どもは、おとなになっても、それを生きる信条にするでしょう。子ども時代に、

自分の生活を自分の頭と身体で創造することが一番大事だということを学ばなかっ

た子どもは、おとなになっても、生活を創造することが苦手になるでしょう。子ども

たちの今の中に、二十年後、三十年後の社会が見えてくるのです。 

 

子どもたちをしっかりと見つめ、そのひとつひとつの命を大切にすることは、わた

したちの社会を見直すことであり、わたしたちの現在と未来を、希望をもって構想す

ることにまっすぐつながります。 

 

そうした思いをもって、このプランでは、立川に生き、立川で生活する子どもたち

の命が生き生きと輝くようになるための具体策を、懸命に考えました。このプランは、

実現可能性を考え合わせた上で、立川市の市民と行政が、一語一語、一緒につくりあ

げたものです。 

 

このプランは、今後の子ども関係の施策展開にあたって基本となる視点に配慮して

つくっています。 

 

その一つ目は、すべての子どもが人間として幸せに生きる権利をもっている、とい

う立場から、｢子ども自身の育ちへの支援｣をベースにしているということ。 

 

子どもは、生まれる時代も国や場所も選べません。生まれつきの環境や条件の違い

に、子どもはまったく責任がありません。でもその子どもは、生まれた瞬間から、生

きていくことの重さを自分で背負わなければなりません。荷の背負い方が上手にでき

るか否かでその子、その人の幸せ度が決まるのであれば、わたしたちのやることはた

ったひとつ。それは、どの子にも｢生きていくってほんとうにおもしろい。どきどきわ

くわくする｣｢生まれてきてよかった｣｢わたしはわたしらしく生きていくよ｣と感じて

もらうようにする、このことだけです。 
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子どもには本来、自分で育っていく力があります。すべて親に育てられるというこ

とはありません。地域のいろいろなおとなが子どもの育ちを見守る中で、自己決定し

ながら自主性や社会性を育てていきます。子どもが自ら育っていく力が回復されなけ

ればなりません。 

 

二つ目に重視したのは、｢子どもたちひとりひとりが、さまざまなニーズをもった多

様な存在だ｣という認識から、出発しようとしたこと。 

 

子どもたちの中には、ありあまるものを受けてアップアップしている子もいれば、

必要な養育や教育を受けることができず、その可能性をうまく引き出されていない子

もいます。障害のあるなしや程度によってもまた、ひとりひとり違います。外国籍の

子や多様な文化的背景をもつ、少数派の子もいます。そういった子どもたちも含めた

ひとりひとりに、できるだけきめこまやかなサポートを提供したい、これが強い思い

でした。 

 

三つ目に、この子ども支援を、｢立川｣というまちを創造的につくり続ける大事な機

会にしようと考えてきました。それには二つの意味があります。 

 

ひとつは、これからは市民の生活に直接関係がある事業は、できるだけ市民自身も

担い、行政がそれを支え、持続的な事業にしたいということ。別の言い方をすると、

子ども支援を、市民が参画して新しい自治のあり方を探り進める大事なきっかけにし

たい、ということです。 

 

もうひとつは、子ども支援ということを、幼い子の子育てへの支援とだけ考えず、

小学生・中学生・高校生・若者への支援、親への支援、家庭への支援、そして地域の

高齢者への支援なども含んで考えたことです。そうなると子育て支援は、まちづくり、

地域づくりへと、必然的に広がり、つながっていきます。 

 

「子ども支援でまちづくり｣、これも大切な視点でした。 

 

そのため、このプランをつくった後も、市民と行政がひとつになって、このプラン

が実現されるのを市民的立場で検証する組織をより積極的に活用しながら、そこに必

要な人材を確保するということを提案しています。プランづくりがプランづくりで終

わらないで、新しいまちづくりの、一歩になることを願ったのです。  

 

みなさん、立川市を、子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちにしていき

ましょう。それはとりもなおさず、わたしたちの＜ふるさと立川＞を、子どもたちと

ともに創造していく営みなのです。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


